
 

  様式９（添付１－３） 

 

 

令和５年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【 徳   島   県 】  

 

 

令和５年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営委員会・連絡協議会の構成員等） 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営委員会・連絡協議会の設置・運営 

・運営委員会･･･事業の効果的な実施に資するため、県内大学関係者や国際交流協会、民間の関係諸団体の

代表者等から意見を聴取し、支援の在り方について検討した。 

・連絡協議会･･･10月と２月に県内全ての市町村の担当者を集めて、受入れや支援の現状等について情報交換を

行うとともに、運営委員会の意見をもとに、支援の具体策を検討し、よりよい支援体制の整備に向け

た協議を行った。また、全国主事会の資料や、指針等を活用しながら最新情報を含めた支援の在

り方について情報提供を行った。 

（２）学校における指導体制の構築 

・県の事業を活用して日本語講師を派遣する小中学校においては、対象となる全ての児童生徒等に対して「特

別の教育課程」を編成することとし、学校内で日本語教育コーディネーター（管理職等）、日本語担当教員（学

級担任等）を決定し、日本語講師と協力しながら、指導計画の作成や指導を行うようにした。 

※向こう３か年を見据えた域内における「教員配置のイメージ」 

   Ｒ５ 基礎定数５（教員５人） 

   Ｒ６ 基礎定数５（教員５人） 

   Ｒ７ 基礎定数５（教員５人） 



 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

・県の事業を活用して日本語講師を派遣する全ての児童・生徒について「特別の教育課程」を編成 

・管理職及び指導担当教員等が「特別の教育課程」による日本語指導についての理解を深めることができるよう

以下の機会に「特別の教育課程」について説明した。 

５月  管理職対象の研修会 

・・・全小中学校及び当該児童生徒の在籍する県立学校の管理職が参加 

５月  学校担当教員対象の研修会・・・講師を派遣している学校から１名以上参加 

８、１０、１２月 日本語講師対象の研修会・・・日本語講師や教職員、学生等が参加 

・「特別の教育課程」の編成や指導について、トータルサポートセンターで相談を受け付けた。 

 

（４）成果の普及 

・県作成のｳｪﾌﾞｻｲﾄ「徳島県外国にルーツを持つ子どもの受入れ手引き」に事業概要と成果を公表した。 

・校長会等で、事業の周知を図った。 

・学校担当教員が校内研修等の場で普及した。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

・日本語講師による支援について、必要に応じてＩＣＴを活用したオンライン支援を実施した。 

 

（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 

・小中学校と同様に、日本語講師を要請に応じて各学校に派遣し、日本語指導・教科指導を実施した。指導 

 においては対面のみならず、ICT を活用した支援も実施した。 

・日本語講師派遣先の高等学校の教員に対して日本語支援に関する研修を実施し、研修の中で小中学校 

 の教員と指導法や学校内外での居場所づくりなどサポート全般について情報交換できる場を設定した。 

・アドバイザリー制度を活用して、高等学校における特別の教育課程についての研修を実施した。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

・県に登録の日本語講師や通訳講師を要請に応じて各学校に派遣するとともに、保険加入を一括で行った。 

（派遣回数の目安）   

支援１年目の児童生徒等・・・１単位時間×41回（支援計画打ち合わせ１回を含む） 

支援２年目以降の児童生徒等・・・１単位時間×33回（支援計画打ち合わせ１回を含む） 

・市町村に対しては、派遣に係る経費（謝金と旅費）について補助を行った。 

・県に登録の日本語講師の募集については、年間を通して実施し、講師の安定的確保に努めた。 

※令和５年度の県登録日本語講師は 70名（今年度、登録済みの講師に継続の意志を確認） 

・日本語講師も対象とした研修会を県内大学に委託して、３回実施（８月、10月、12月） 

 

（１３）その他 

〇小中学校における「特別の教育課程」編成･実施の支援 

・県の事業を活用して日本語講師を派遣する全ての小中学校児童・生徒について「特別の教育課程」を編成で

きるように支援した。 

・指導にかかわる担当や教員等が「特別の教育課程」による日本語指導についての理解を深めることができるよ

う以下の機会に「特別の教育課程」について説明した。 

５月  管理職対象の研修会 

・・・全小中学校及び当該児童生徒の在籍する特別支援学校の管理職が参加 

５月  学校担当教員対象の研修会・・・講師を派遣している学校から１名以上参加 

10月 連絡協議会・・・県内全ての市町村担当者が参加 

８、10、12月 日本語講師対象の研修会・・・日本語講師や教職員、学生等が参加 

２月  連絡協議会・・・県内全ての市町村担当者が参加 

・「特別の教育課程」の編成や指導について、日本語教育トータルサポートセンターで相談を受け付けた。令和

４年度と同じように、要請があれば担当指導主事がメールや電話等で指導・助言等を行った。 



３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営委員会・連絡協議会の設置・運営 

・運営委員会において、外国人児童生徒支援について様々な立場の方から意見をいただくことにより、よりよい

支援の方向性について検討することができた。 

・連絡協議会において、運営委員会からの提案をもとに支援策を検討したり、各市町村の担当者がそれぞれの

地域における現状や支援事業等について情報交換したりすることにより、各自治体における支援の充実につ

なげることができた。 

・日本語支援に対する理解を促進するため、周知や啓発、研修等を継続する体制作りが不可欠である。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

・少数在籍校においても、指導体制を整備し、「特別の教育課程」を編成することにより、日本語指導を必要とす

る児童生徒等がそれぞれの実態に応じて丁寧な指導を受けることができた。 

・個別の支援計画を小学校から中学校、高等学校へとつなげることで、長期にわたる支援が可能となった。 

・日本語担当教員の専門性の向上が求められているため、研修の実施など継続して支援していくことが必要で

ある。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

・「特別の教育課程」による指導を実施することにより、学校における指導者や日本語講師が日本語指導につい

ての理解を深められるとともに、関係者が協力しながら個別の指導計画を作成し、定期的に見直していくこと

で、長期の支援を見通して支援の継続・充実を図ることができた。 

・「特別の教育課程」について機会を捉えて周知することで、支援に携わる者全てが日本語指導や帰国・外国

人児童支援について理解を深めることができた。 

・一人一人のニーズに合わせたきめ細かな支援が実施できるように、担当教員に対する「特別な教育課程」に

おける日本語指導についての理解を更に深めていく必要がある。 

 

（４）成果の普及 

・ｳｪﾌﾞｻｲﾄに公表することにより、地域のみでなく全国に発信できた。 

・校長会等で周知を図ることにより、対象児童生徒が在籍しない学校に対しても事業について知らせることがで

きた。 

・日本語指導が必要な児童生徒等が、増加していることを踏まえ、今後も事業について周知していく必要があ

る。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

・初回の面談をオンラインで実施するなど、より柔軟な対応が可能となった。 

・高等学校の生徒への支援については、対応できる日本語講師が少なく、学校近隣の講師を派遣することが難

しく、遠距離勤務となることが多いが、オンラインでの支援を取り入れることにより、講師の負担軽減につながる

ことが期待される。 

・オンラインでの支援のあり方について、操作方法も含めた研修が必要である。 

 

（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 

・高等学校の生徒への支援については、学習支援や入試等まで相談に乗り、対応できる日本語講師を派遣 

 したり、高校教員がサポート全般について他校種の教員と情報交換を行ったりすることで、日本語指導にと 

 どまらず、進学や就職を見据えた支援ができた。 

･支援者の確保が課題である。 

･令和５年度より、高等学校においても特別の教育課程が編成できることになったため、必要であれば、特別の

教育課程が実施できるよう、関係機関と連携し、組織的な支援体制を整えていく。 

・アドバイザリー制度を活用して、高等学校における特別の教育課程についての研修を実施した。今後、特別

の教育課程の編成を行い、支援を充実させていくことを目指していく。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

・県に登録の日本語講師を支援員として各県立学校（高等学校）に派遣することで、質の高い安定した日本語

指導を実施することができた。 



・担当教員と支援員が協力しながら個別の指導計画を立案し計画にしたがって指導することができた。 

・支援に当たる日本語講師の研修を実施することで日本語講師の指導力の向上を図ることができた。 

・地域によっては、近隣に在住の日本語講師がいないため、遠方からの派遣となり、旅費が予算を超えてしま 

 う場合がある。 

・オンライン支援の活用を考える必要があるが、対象が小学校低学年である場合、オンラインでの初期指導は

難しい。 

・令和４年度から幼児に対して講師の派遣を行っているが、幼児は遊びの中で学ぶという特性があるため、短時

間での支援は難しい。担当者には２時間続けての支援をお願いしたが、長時間に及ぶ同様の支援を登録して

いる全ての講師に依頼できるか課題である。 

 

・（１３）その他 

・「特別の教育課程」による指導を実施することにより、学校における指導者や日本語講師が日本語指導につい

ての理解を深められるとともに、関係者が協力しながら個別の指導計画を作成し、定期的に見直していくこと

で、長期の支援を見通して支援の継続・充実を図ることができた。 

・「特別の教育課程」について機会を捉えて周知することで、支援に携わる者全てが日本語指導や帰国・外国

人児童支援について理解を深めることができた。 

・適切な日本語指導の実施を継続するため、今後も研修機会を確保・拡大していく必要がある。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

  ２人 

（  ２園） 

   ７１人 

（ ３３校） 

   １８人 

（ １３校） 

      

（   校） 
    ３人 

（  ２校） 
     人 

（   校） 
     ０人 

（    ０校） 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

   ７１人 

（ ３３校） 
   １８人 

（ １３校） 
人 

（   校） 
    ０人 

（  ０校） 
     人 

（   校） 
     ０人 

（    ０校） 

４．その他（今後の取組予定等） 

「特別の教育課程」を派遣先全ての児童生徒について編成依頼をしている。適切に実施されることを支援するため、義務

教育の全管理職等と担当教員を対象に、引き続き特別研修を実施し、「特別の教育課程」の編成や「生活言語」「学習言語」等

について説明し、理解を深める機会を提供する。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 

 


